
流域治水オフィシャルサポーター制度実施規約第 ４条に基づき、

「流域治水オフィシャルサポーター」として認定いたします。

認定番号 137

有効期限 認定の日から２年後の年度末

令和 ７年 ５月 ２１日

流域治水オフィシャルサポーター事務局

株式会社北海道技術コンサルタント　殿


